
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   何歳から投票できるの？ 

   18歳になってからの選挙で投票できるよ！（国籍や住民登録などの条件があります） 

 
平成 28年（2016年）の公職選挙法改正により、同年の参議院議員通常選挙から選挙権年齢

が 18歳以上に引き下げられ、選挙期日（投票日）に満１８歳に達している日本国民は、衆議院

議員及び参議院議員の選挙で選挙権を有することになりました。 

知事と都道府県議会議員の選挙については、前述下線部の条件に加えて引き続き３カ月以上そ

の都道府県内の同一市区町村に住所のある人が選挙権を有します。（同一都道府県内の他市区町

村に住所を移した場合も含みます） 

市区町村長と市区町村議会議員の選挙については、前述下線部の条件に加えて引き続き３カ月

以上その市区町村に住所のある人が選挙権を有します。 

 

  若い人はみんな投票に行っているの？ 

 最近の国政選挙では、20歳代の人の投票 

率が 4割以下！ これは、まずい。 

 

  

左のグラフに示すように、特に 20歳代の人の投

票率は、ほかの年齢層と比べて低い状態です。近

年、選挙の投票率が全体的に低い中で、60～70

歳代の投票率が高く、10～30歳代は低い傾向に

あります。このまま 20年 30年が経過すると、

全体の投票率がさらに低くなり、民主主義の根幹

ともいえる選挙の適正な執行が危うくなる可能

性があります。 

 多くの若い人たちが投票に行くことは、国や地

方のよりよい未来を築くためにとても重要です。

選挙の時には、忘れずに投票しましょう。 

若い世代の思いが 

まちづくりに反映 

されてくる 

若い人たちの思いを担った 

首長や議員が、公約を実現 

するための政策を展開する 

若い人たちの思いを 

実現させようとする 

公約を掲げる候補者 

が当選しやすくなる 

若い人たちが 

たくさん投票すると… 

 

最近の国政選挙の年代別投票率

（北広島市）
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 インターネットで選挙ができるの？ 

 インターネットでできるのは「選挙運動」だけ。（投票はできません。） 

 

 平成 25 年（2013 年）4 月の法改正により、国政選挙と地

方選挙でインターネットを使った選挙運動ができるようになり

ました。しかし、インターネットを利用した投票はできませんの

で、間違わないようにしましょう。 

 有権者は、ウェブサイト等（ホームページ、ブログ、ツイッタ

ーやフェイスブックなどのＳＮＳ、動画共有サービス、動画中継

サイトなど）を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メ

ール（SMTP 方式及び電話番号方式）を利用した選挙運動は引

き続き禁止されています。 

 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した

選挙運動が可能になりました。 

 

 

 

 

 

 

 選挙運動に誘われたけど、注意することは？ 

 知らぬうちに法律違反しない（させない）ように！ 

 

 選挙運動とは、特定の候補者や政党に投票するよう他人

に促す行為のことをいい、18歳になれば可能になります。

ただし、選挙運動には運動期間や方法に守らなければなら

ないルールがあるので、公職選挙法などに規定されたルー

ルをよく学ぶことが大切です。 

 また、家族やサークルなどの後輩であっても、18歳未満

の人に手伝わせると法律違反になるので、注意が必要です。 

 インターネットによる選挙運動ができるようになりまし

たが、これも 18歳未満の人に手伝わせてはいけません。 

 

 選挙事務のアルバイトってあるの？ 

 選挙のときは選挙事務の臨時職員を募集するよ！ 

 

 北広島市選挙管理委員会では、選挙のたびに期日前

投票や選挙期日の投票事務従事者（会計年度任用職員）

を公募しています。選挙が行われる場合、事前に市のホ

ームページや「広報北広島」で事務従事期間や賃金関係

についてお知らせして募集しますので、選挙を適正に

執行する業務を経験してみませんか。 

 

 

● 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること 

● 年齢満 18 歳未満の者が選挙運動をすること 

● ＨＰや電子メール等を印刷して頒布すること 

● 選挙運動期間外に選挙運動をすること   等々 

インターネット 

選挙で禁止され 

ていること (例) 

■ 発 行： 令和 4 年（2022 年）1 月 北広島市選挙管理委員会事務局 

 〒 061-1192 北広島市中央 4 丁目 2 番地１ 

■ 電 話： 代表 011-372-3311  FAX 011-373-2903 

■ Ｅ-mail  senkan@city.kitahiroshima.lg.jp 
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選挙に関し不明なこと 

は、左記までお問合せ 

ください。 

 

 

 


